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高
市
新
内
閣
が
発
足
し
た
。
高
市
早

苗
氏
は
、
自
民
党
総
裁
選
後
の
記
者
会

見
で
、「
靖
国
神
社
と
い
う
の
は
、
戦

没
者
慰
霊
の
中
心
的
な
施
設
で
あ
り
、

ま
た
平
和
の
お
社や

し
ろで

ご
ざ
い
ま
す
。
ど

の
よ
う
に
慰
霊
を
す
る
の
か
、
こ
う
い

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
適
時
適
切
に

判
断
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
絶
対

に
こ
れ
は
外
交
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
こ

と
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
総
理
大
臣

選
出
後
の
記
者
会
見
で
も
、
氏
の
持
論

で
あ
っ
た
靖
國
神
社
参
拝
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
ト
ー
ン
を
下
げ
、
参
拝
す

る
と
も
、
し
な
い
と
も
明
言
せ
ず
、
適

時
適
切
に
判
断
す
る
と
繰
り
返
し
た
。

　

そ
う
、
戦
没
者
の
追
悼
は
国
内
問
題

で
あ
っ
て
外
交
問
題
で
は
な
い
。
毎
年

８
月
１５
日
、
政
府
主
催
の
「
全
国
戦
没

者
追
悼
式
」
が
外
交
問
題
に
な
っ
た
こ

と
は
な
い
。
千
鳥
ヶ
淵
墓
苑
の
参
拝
も

そ
う
だ
。
外
交
問
題
と
な
る
の
は
Ａ
級

戦
犯
が
合
祀
さ
れ
た
靖
國
神
社
参
拝
だ
。

自
民
党
総
裁
選
で
は
Ａ
級
戦
犯
分
祀
を

主
張
す
る
候
補
も
い
た
。
Ａ
級
戦
犯
分

祀
に
よ
っ
て
靖
國
問
題
の
解
決
は
な
し

う
る
の
か
。

靖
國
問
題
の
核
心
と
は
何
か

　

靖
國
神
社
発
行「
や
す
く
に
大
百
科
」

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
日
本
の
独
立
と
日
本
を
取
り
巻
く
ア

ジ
ア
の
平
和
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
は

悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
外
国
と
の
戦
い

も
何
度
か
起
こ
っ
た
の
で
す
。（
中
略
）

戦
争
は
本
当
に
悲
し
い
出
来
事
で
す
が
、

日
本
の
独
立
を
し
っ
か
り
と
守
り
、
平

和
な
国
と
し
て
、
ま
わ
り

の
ア
ジ
ア
の
国
々
と
共
に

栄
え
て
い
く
た
め
に
は
、

戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
す
」

　

靖
國
問
題
の
核
心
は
、

Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
に
あ
る

の
で
な
く
、
Ａ
級
戦
犯
合

祀
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

日
本
の
近
・
現
代
に
お
け
る
戦
争
を
す

べ
て
正
し
か
っ
た
と
す
る「
聖
戦
史
観
」

（
大
東
亜
戦
争
史
観
・
植
民
地
解
放
史

観
）
に
あ
る
。
日
本
の
植
民
地
支
配
と

侵
略
戦
争
の
責
任
を
認
め
な
い
こ
の
歴

史
観
は
、
世
界
に
通
用
せ
ず
、
ま
た
、

歴
代
の
日
本
政
府
の
公
式
見
解
に
も
反

し
、
憲
法
前
文
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ

て
、
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と

の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」

に
も
反
す
る
。
靖
國
神
社
の
「
聖
戦
史

観
」
を
問
題
と
せ
ず
、
Ａ
級
戦
犯
の
分

祀
だ
け
を
し
て
も
靖
國
問
題
は
解
決
し

な
い
。

Ａ
級
戦
犯
分
祀
は
で
き
な
い

　

靖
國
神
社
は
絶
対
に
Ａ
級
戦
犯
分
祀

を
し
な
い
。
Ａ
級
戦
犯
分
祀
を
し
た
ら
、

四校

靖
國
を
外
交
問
題
に
さ
せ
た

Ａ
級
戦
犯
合
祀

　
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
設
立
趣
意
書
の
理
念
に
立
ち
返
れ
内田　雅敏●弁護士

Ａ級戦犯を祀る靖國神社

靖國神
社の

戦争責
任
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聖
戦
史
観
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
、

靖
國
神
社
の
自
己
否
定
な
っ
て
し
ま
う
。

Ａ
級
戦
犯
合
祀
の
狙
い
は
東
京
裁
判
史

観
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
体

制
の
否
定
に
あ
っ
た
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
靖
國
神
社
の
生
命

線
は
戦
死
者
の
魂
独
占
の
「
虚
構
」
に

あ
る
。
Ａ
級
戦
犯
の
分
祀
は
、
こ
の「
虚

構
」
の
崩
壊
と
も
な
り
、
国
内
外
遺
族

か
ら
の
合
祀
取
り
消
し
要
求
に
対
処
で

き
な
く
な
る
。

　

靖
國
神
社
参
拝
は
政
教
分
離
原
則
違

反
だ
け
で
な
く
、
憲
法
の
平
和
主
義
に

反
す
る
。
か
つ
て
、
小
泉
首
相
は
、「
伊

勢
神
宮
参
拝
に
つ
い
て
は
批
判
さ
れ
な

い
の
に
、
何
故
、
靖
國
神
社
参
拝
は
批

判
さ
れ
る
の
か
。
日
本
の
総
理
大
臣
と

し
て
日
本
国
中
、
行
け
な
い
と
こ
ろ
は

何
処
に
も
な
い
」
と
嘯
い
た
。

　

公
人
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
参
拝
は
憲

法
２０
条
政
教
分
離
原
則
違
反
だ
が
、
靖

國
神
社
参
拝
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

さ
ら
に
憲
法
前
文
及
び
９
条
の
平
和
主

義
に
反
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
公

人
に
よ
る
靖
國
神
社
参
拝
が
政
教
分
離

原
則
違
反
な
こ
と
は
、
日
本
の
国
内
問

題
で
あ
る
が
、
憲
法
の
前
文
及
び
９
条

の
平
和
主
義
に
反
す
る
こ
と
は
国
内
問

題
で
あ
る
と
同
時
に
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
間
で
の
外
交
問
題
で
も
あ
る
。

別
格
官
幣
と
し
て
の
靖
國
神
社

　

靖
國
神
社
は
、
戊
辰
戦
争
に
お
け
る

長
州
藩
の
戦
死
者
を
祀
っ
た
東
京
招
魂

社
を
前
身
と
し
、
１
８
７
９
（
明
治

１２
）
年
に
別
格
官
幣
社
と
し
て
設
立
さ

れ
た
。
別
格
官
幣
社
の
第
１
号
は
楠
木

正
成
を
祀
っ
た
湊
川
神
社
、
靖
國
神
社

は
第
２
号
で
あ
っ
た
。
第
３
号
は
北
畠

親
房
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
っ
た
。

　

戦
前
、
神
社
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、

伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
し
、
官
幣
大
社
、

官
幣
中
社
、
官
幣
小
社
と
続
き
、
別
格

官
幣
社
は
官
幣
小
社
に
次
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
新
参
で
、
社
格
も
低
か

っ
た
靖
國
神
社
が
、
戦
前
、
他
の
神
社

仏
閣
を
凌
駕
す
る
存
在
と
な
り
え
た
の

は
、
同
神
社
の
所
管
が
陸
・
海
軍
省
で

あ
り
、
天
皇
の
軍
隊
の
全
て
の
戦
死
者

（
戦
病
死
を
含
む
の
）
の
魂
を
独
占
す

る
と
い
う
「
虚
構
」
と
、
臣
下
に
は
決

し
て
頭
を
下
げ
な
い
天
皇
の
参
拝　
　

「
日
の
本
の
光
に
映
え
て
／
尽
忠
の
雄

魂
祀
る
／
宮
柱
太
く
燦
た
り
／
あ
ゝ
大

君
の
御
拝
し
給
う
／
栄
光
の
宮
／
靖
國

神
社
」（
靖
國
神
社
の
歌
）　　

が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
戦
死
者
の
魂
独
占
の

「
虚
構
」
は
靖
國
神
社
の
生
命
線
で
あ

っ
た
。

　

靖
國
神
社
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略

戦
争
、
植
民
地
支
配
に
伴
走
す
る
戦
争

神
社
で
あ
り
、
日
本
の
戦
争
と
共
に
肥

え
、
太
っ
て
き
た
。
軍
隊
に
は
、
戦
死

に
よ
る
兵
士
の
欠
員
を
補
充
し
、
兵
士

の
拡
大
再
生
産
を
す
る
た
め
に
は
〈
死

ん
だ
ら
「
護
国
の
英
霊
」
と
し
て
祀
る

か
ら
安
心
し
ろ
〉
と
い
う
物ナ

ラ
テ
ィ
ブ語が

不
可

欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
前
、
宗

靖
國
神
社
は
宗
教
的
軍
事
施
設
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
、
近
・
現
代
に
於
け
る
日
本

の
戦
争
、
植
民
地
支
配
は
全
て
正
し
い

も
の
と
す
る
「
聖
戦
史
観
」
が
語
ら
れ

て
き
た
。

一
宗
教
法
人
と
し
て
の
靖
国
神
社

　

１
９
４
５
年
８
月
１５
日
、
日
本
の
敗

戦
、
軍
国
主
義
の
放
逐
等
の
戦
後
改
革

の
中
で
、
宗
教
的
軍
事
施
設
で
あ
っ
た

靖
國
神
社
は
、
陸
軍
士
官
学
校
、
海
軍

兵
学
校
ら
と
同
様
、
解
体
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
合
国
占
領
軍

総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
へ
の
必
死
の
工

作
の
結
果
、
新
憲
法
２０
条
が
保
障
す
る

「
信
教
の
自
由
に
よ
り
、
靖
國
神
社
は

一
宗
教
法
人
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
か

ろ
う
じ
て
解
体
を
免
れ
た
。
こ
の
背
景

に
は
、
靖
國
神
社
が
独
占
し
て
き
た
と

さ
れ
る
２
４
６
万
人
の
戦
死
者
の
魂
の

処
遇
の
問
題
も
あ
っ
た
。
靖
國
神
社
は

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
〈
神
道
指
令
〉「
国
家

神
道
、
神
社
神
道
ニ
対
ス
ル
政
府
ノ
保

戦没者の国立墓地として築かれたアメリカのアーリントン墓地
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証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
ニ
弘
布
ノ

廃
止
ニ
関
ス
ル
件
」（
１
９
４
５
年
１２

月
１５
日
）
が
発
せ
ら
れ
る
直
前
の
同
年

１１
月
１９
日
か
ら
、
天
皇
臨
席
（
天
皇
が

初
め
て
軍
服
を
脱
い
で
登
場
）
の
下
、

３
日
間
か
け
て
、
大
急
ぎ
で
臨
時
大
招

魂
祭
を
行
い
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に

お
け
る
す
べ
て
の
戦
死
者
（
約
２
２
０

万
人
）
の
魂
を
呼
び
寄
せ
て
い
た
と
い

う
「
事
実
」
も
あ
っ
た
。

　

名
前
、
死
亡
日
時
、
場
所
も
特
定
し

な
い
ま
ま
で
、
全
て
の
戦
死
者
の
魂
を

呼
び
寄
せ
た
と
い
う
靖
國
神
社
の
「
神

通
力
」
に
は
驚
く
。
靖
國
神
社
は
、
２

４
６
万
人
の
戦
死
者
の
魂
の
存
在
と
新

憲
法
の
信
教
の
自
由
に
よ
っ
て
、
か
ろ

う
じ
て
、
そ
の
解
体
を
免
れ
る
こ
と
が

出
来
た
。

戦
争
責
任
は
何
故
か
問
わ
れ
ず

　

日
本
国
は
、
新
憲
法
の
前
文
で
「
政

府
の
行
為
に
よ
っ
て
、
再
び
戦
争
の
惨

禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る

こ
と
を
決
意
し
」
と
宣
言
し
、
戦
後
の

再
出
発
を
し
た
。

　

靖
國
神
社
も
、
戦
後
、
一
宗
教
法
人

と
し
て
再
出
発
す
る
に
際
し
て
、
別
格

官
幣
社
と
し
て
日
本
の
戦
争
に
伴
走
し

て
き
た
自
ら
の
歴
史
を
顧
み
、
前
記
憲

法
前
文
と
同
趣
旨
の
よ
う
な
声
明
を
発

す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
靖
國
神
社

の
戦
争
責
任
問
題
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
、

仏
教
な
ど
他
の
宗
教
で
は
、
時
間
を
か

け
て
で
あ
る
が
、
不
十
分
な
が
ら
も
宗

教
団
体
と
し
て
の
戦
争
責
任
問
題
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

戦
死
し
た
兵
士
の
拡
大
再
生
産
の
精

神
的
支
柱
と
し
て
、
日
本
の
近
・
現
代

に
お
け
る
戦
争
と
植
民
地
支
配
に
伴
走

し
て
き
た
靖
國
神
社
に
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
自
ら
の
戦
争
責
任
問
題
を
顧
み

る
姿
勢
は
な
い
。

炙
り
出
さ
れ
た
靖
國
の
暗
闇

　

石
田
和
外
（
英
霊
に
応
え
る
会
初
代

会
長
、
元
最
高
裁
長
官
）、
平
泉
澄（
戦

中
の
皇
国
史
観
学
者
）
は
、
松
平
永
芳

（
松
平
春
嶽
の
孫　

旧
海
軍
軍
人
）
を

靖
國
神
社
の
宮
司
に
引
っ
張
り
出
し
、

東
京
裁
判
史
観
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
体
制
の
否
定
を
企
図
し
て
、

１
９
７
８
年
秋
、
Ａ
級
戦
犯
合
祀
を
強

行
し
た
。
皮
肉
に
も
、
こ
の
合
祀
の
強

行
に
よ
り
靖
國
神
社
の
聖
戦
史
観
（
大

東
亜
戦
争
史
観
・
ア
ジ
ア
植
民
地
解
放

史
観
）
と
い
う
暗
闇
を
国
内
外
に
曝
し

て
し
ま
っ
た
。

　

２
０
０
５
年
１２
月
、
王
毅
駐
日
中
国

大
使（
当
時
）は「
軍
縮
問
題
資
料
」（
２

０
０
６
年
１
月
号
）
へ
の
特
別
寄
稿
で

靖
國
神
社
の
Ａ
級
戦
犯
合
祀
問
題
に
関

し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
残
念
な
こ
と
に
、
両
国
の
協
力
は
現

在
障
害
に
直
面
し
て
お
り
、
そ
の
主
な

原
因
は
靖
国
神
社
に
あ
り
ま
す
。
靖
国

神
社
に
祀
ら
れ
た
一
四
人
の
Ａ
級
戦
犯

は
、
か
つ
て
日
本
軍
国
主
義
の
対
外
侵

略
戦
争
を
起
こ
し
、
指
揮
し
た
者
で
、

そ
の
多
く
は
中
国
を
侵
略
し
た
日
本
軍

の
要
職
に
あ
り
ま
し
た
。
中
国
は
あ
の

侵
略
戦
争
の
最
大
の
被
害
者
で
、
死
傷

者
三
五
〇
〇
万
人
と
い
う
巨
大
な
代
価

を
払
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
ど
の
家
族

も
不
幸
な
経
験
を
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
は
歴
史
認
識
で
日
本
と
の
完
全

な
一
致
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
過
去
を
終
わ
ら
せ

未
来
に
目
を
向
け
る
に
は
、
フ
ラ
ン
ス

と
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
基
本

的
問
題
で
共
通
認
識〈
ヨ
ン
セ
ン
サ
ス
〉

を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

戦
争
の
性
格
、
責
任
と
政
府
の
立
場
で

す
。

　

中
日
国
交
正
常
化
後
三
二
年
間
、
双

方
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
、
こ
う

し
た
共
通
認
識
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、

日
本
の
指
導
者
が
Ａ
級
戦
犯
の
祀
ら
れ

た
靖
国
神
社
を
毎
年
参
拝
し
た
こ
と
に

よ
り
、
歴
史
問
題
が
再
び
ク
ロ
ー
ズ
ア

ツ
プ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

中
国
の
立
場
は
一
貫
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
以
前
か
ら
戦
争
の
責
任
は
少

数
の
軍
国
主
義
者
が
負
う
べ
き
で
、
日

本
人
民
も
被
害
者
だ
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
中
国
は

対
日
賠
償
の
請
求
権
を
放
棄
し
、
日
本

と
の
国
交
正
常
化
を
実
現
し
ま
し
た
。

同
じ
く
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
私
た

ち
は
戦
争
責
任
を
負
う
べ
き
Ａ
級
戦
犯

の
祀
ら
れ
た
場
所
に
日
本
の
指
導
者
が

参
拝
す
る
こ
と
に
は
反
対
せ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
同
時
に
私
た
ち
は
、
一
般
市

民
が
神
社
に
行
く
こ
と
に
異
議
を
唱
え

ま
せ
ん
し
、
Ｂ
、
Ｃ
級
戦
犯
を
外
交
問

題
に
す
る
つ
も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
」

　

今
や
、
戦
狼
外
交
と
も
称
さ
れ
る
中

国
外
交
部
の
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
中
国
共
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産
党
の
大
幹
部
の
一
人
と
な
っ
て
い
る

王
毅
氏
の
発
言
と
し
て
や
や
穏
や
か
す

ぎ
る
気
も
し
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の

時
点
で
な
ら
ば
、
Ａ
級
戦
犯
分
祀
で
靖

國
問
題
を
解
決
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
靖
國
神
社
の
聖
戦
史
観
が
世

に
曝
さ
れ
た
結
果
、
も
は
や
靖
國
問
題

は
Ａ
級
戦
犯
分
祀
と
い
う
姑
息
な
方
法

で
は
解
決
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
姑
息
な
「
解
決
」

方
法
を
採
る
べ
き
で
は
な
い
。

無
宗
教
の
国
立
追
悼
施
設
を

　

１
９
５
２
年
５
月
１
日
、
官
民
挙
げ

て
の
「
全
日
本
無
名
戦
没
者
合
葬
墓
建

設
会
」
が
発
足
し
た
。
総
裁
・
吉
田
茂
、

会
長
・
村
上
義
一
運
輸
相
、
副
会
長
・

草
場
隆
円
厚
生
相
、
同
・
一
万
田
尚
登

日
銀
総
裁
、
同
・
石
川
一
郎
経
団
連
会

長
ら
が
役
員
に
名
を
連
ね
た
。
政
府
の

組
織
で
は
な
い
が
、
首
相
ら
が
先
頭
に

立
っ
て
、
全
国
の
市
町
村
長
を
通
じ
、

建
設
資
金
と
し
て
一
戸
、
１０
円
の
募
金

集
め
も
始
ま
っ
た
。
建
設
会
の
設
立
趣

意
書
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
米
国
に
は
ア
ー
リ
ン
ト
ン
に
無
名
戦

士
の
墓
が
あ
り
、
英
国
に
は
ト
ラ
フ
ァ

ル
ガ
ー
広
場
に
無
名
戦
士
の
塔
が
あ
り
、

仏
国
に
は
パ
リ
凱
旋
門
内
に
無
名
戦
士

の
墓
が
あ
っ
て
、
何
れ
も
全
国
民
に
よ

り
毎
年
鄭
重
な
祭
典
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
人
道
上
当
然
な
こ
と

で
、
私
ど
も
は
、
わ
が
国
に
も
そ
の
必

要
性
あ
り
と
考
え
…
。
戦
没
者
は
全
部

靖
国
神
社
に
合
祀
す
れ
ば
足
り
る
で
は

な
い
か
と
言
う
人
も
あ
り
ま
す
が
、
同

社
は
主
と
し
て
戦
死
軍
人
軍
属
の
御
霊

を
祀
る
所
で
、
一
般
戦
没
者
に
は
及
ば

ず
、
而
も
御
遺
骨
を
埋
葬
す
る
場
所
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
、
神
道
以
外

の
宗
教
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
が
あ
っ

て
、
友
邦
の
外
交
使
節
の
参
拝
を
受
け

る
こ
と
も
ど
う
か
と
存
じ
ま
す
か
ら
、

御
遺
骨
の
実
体
、
各
宗
派
の
立
場
、
外

交
上
の
儀
礼
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
靖

国
神
社
と
は
別
に
霊
場
を
造
営
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
…
大
霊
園
を
創
り
、

毎
年
春
秋
に
、
神
、
仏
、
基
（
キ
リ
ス

ト
教
）
の
各
宗
派
に
よ
っ
て
、
厳
粛
な

祭
典
を
挙
行
し
、
後
代
再
び
斯
様
な
犠

牲
者
を
出
さ
な
い
よ
う
世
界
恒
久
の
平

和
を
祈
念
す
る
こ
と
に
致
し
た
く

…
…
」

　

軍
人
軍
属
だ
け
で
な
く
、
戦
没
者
の

す
べ
て
を
、
宗
教
各
派

の
垣
根
を
越
え
、
外
国

の
使
節
も
迎
え
る
こ
と

の
で
き
る
「
国
立
追
悼

施
設
」
が
目
指
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
構
想
が
実
現
さ

れ
て
い
れ
ば
今
日
の
よ

う
な
「
靖
国
問
題
」
は

生
じ
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

構
想
は
靖
國
神
社
、
日

本
遺
族
会
ら
の
反
対
で

換
骨
奪
胎
さ
れ
千
鳥
ヶ

淵
戦
没
者
墓
苑
に
矮
小

化
さ
れ
、
実
現
し
な
か

っ
た
。

　

千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
の
設
立
趣
意

書
の
精
神
に
立
ち
返
り
、
す
べ
て
の
戦

没
者
を
お
祀
り
す
る
無
宗
教
の
国
立
追

悼
施
設
を
創
る
べ
き
だ
。
戦
没
者
の
追

悼
を
一
宗
教
法
人
に
委
ね
て
い
て
い
い

は
ず
が
な
い
。

　

但
し
、
そ
こ
で
は
ひ
た
す
ら
追
悼
に

徹
し
、
戦
没
者
を
「
護
国
の
英
霊
」
な

ど
と
し
て
称
え
た
り
、「
あ
な
た
方
の

尊
い
犠
牲
の
上
に
今
日
の
平
和
が
あ

る
」
な
ど
と
感
謝
し
た
り
し
て
は
な
ら

な
い
。
称
え
、感
謝
し
た
瞬
間
に
、戦
没

者
を
生
み
出
し
た
者
の
責
任
が
曖
昧
に

さ
れ
、
戦
没
者
の
政
治
利
用
が
始
ま
る
。

【
追
記
】
２
０
１
３
年
１２
月
２６
日
、
安

倍
首
相
の
靖
國
神
社
参
拝
に
先
立
つ
、

同
年
１０
月
３
日
、
来
日
し
た
ケ
リ
ー
米

国
務
長
官
、
ヘ
ー
ゲ
ル
国
防
長
官
は
千

鳥
ヶ
淵
墓
苑
で
献
花
を
し
、
米
国
は
靖

國
神
社
を
認
め
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伝
え
た
。

無名戦没者の墓「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」には37万柱が安置
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